別表第1(第4条関係)
補助対象業種一覧
	日本標準産業分類のうち大分類C・D・E・F・G・H・I・K・L・M・Oはすべて補助金の交付対象業種
日本標準産業分類のうち大分類A・B・P・Q・S・Tはすべて補助金の交付対象外の業種
日本標準産業分類のうち大分類J・N・Rについては表中のとおり

	大分類
	項目名
	中分類
	小分類
	交付対象の別

	J
	金融業、保険業
	62銀行業
	小分類すべて
	交付対象外の業種

	
	
	63協同組織金融業
	小分類すべて
	交付対象外の業種

	
	
	64貸金業等
	小分類すべて
	交付対象外の業種

	
	
	65金融取引業
	小分類すべて
	交付対象外の業種

	
	
	66補助的金融業
	小分類すべて
	交付対象外の業種

	
	
	67保険業
	674保険媒介代理業
	交付対象業種

	
	
	
	675保険サービス業
	交付対象業種

	
	
	
	記載外の小分類
	交付対象外の業種

	N
	生活関連サービス業・娯楽業
	78洗濯・理容・美容・浴場業
	小分類すべて
	交付対象業種

	
	
	79その他の生活関連サービス業
	小分類すべて
	交付対象業種

	
	
	80娯楽業
	803競輪・競馬等の競走場、競技団
	交付対象外業種

	
	
	
	806遊技場
	下記細分類以外は交付対象外の業種

	
	
	
	809その他の娯楽業
	下記細分類以外は交付対象外の業種

	
	
	
	上記　806、809の小分類のうち、
	細分類8061、8062、8065、8069、8091、8095、8096、8099は交付対象業種

	
	
	
	記載外の小分類
	交付対象業種

	R
	サービス業（他に分類されないもの）
	93政治・経済・文化団体
	小分類すべて
	交付対象外の業種

	
	
	94宗教
	小分類すべて
	交付対象外の業種

	
	
	96外国公務
	小分類すべて
	交付対象外の業種

	
	
	記載外の中分類
	小分類すべて
	交付対象業種


備考　産業の分類は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による。
